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１ 背景 
  
1－1 地区計画について  
    
地区計画は、昭和 55年に都市計画法で位置付けられ、千代田区では、昭和 60年に「有

楽町日比谷地区地区計画」を都市計画決定しました。現在、合計 41の地区計画が定め、運

用しています。 

地区計画により、地域特性に応じた街並みや市街地環境の維持・形成、住宅床の確保等を

適正に誘導し、個別建築物の建替えルール（一般型地区計画、千代田区型地区計画等）をき

め細かく定めています。 

 

 

 ※地図は、東京都知事の承認をうけて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用し作成しています。 

  

第 1章 地区計画の見直しの概要 
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 1－2 地区計画の見直しの必要性について 

千代田区では、平成 10年 3月に千代田区都市計画マスタープランを策定し、地域そ

れぞれの特性に応じた建築・開発の誘導、住機能の回復に向けた主な取組みとして「地

域に応じたきめ細かな地区計画の導入」「住宅付置制度の運用」を展開してきました。

その結果、定住人口は、平成 25年、基本構想で目標としていた定住人口 5万人に到達

することができました。 

令和 3年 5月に改定された都市計画マスタープランをはじめ、各制度で住宅の「量」

を確保するという観点からまちや都心生活の「質」の向上へ、見直しがされてきていま

す。これらの状況を踏まえ、地区計画についても見直しに向けた方針を策定します。 
 
●平成 10年 3月 千代田区都市計画マスタープランの策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●居住機能の確保による定住人口の回復 

平成 30（2018）年まで約 7,000戸のファミリー向け住宅を創出し、平成 25（2013）年
には定住人口が 5万⼈に、平成 29（2017）年 4⽉には外国⼈を含めて 6万⼈に回復しまし
た。 

 

▼千代田区の人口・世帯数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：千代田区史、住民基本台帳統計資料（各年１月１日現在） 

（注）昭和 24～27 年の数値は、食糧管理法に基づく「食糧配給台帳の登録等に関する規則」により登録された人口、 

昭和 28～42 年の数値は住民登録人口、平成 25 年より数値に外国人住民を含む 

 

課題１ 定住人口の確保・回復と良好な住環境づくり 

課題２ 誰もが安心して暮らし、活動できるまちづくり 

課題３ 地球環境を大切にしたまちづくり 

課題４ 個性的な商業・業務環境づくり 

課題５ 新たな魅力づくり 

◇ 地域に応じた細かな地区計画の導入 

 ◇ 住宅付置制度の運用 

（主な取り組み） 
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 ●令和 3年 5 月 千代田区都市計画マスタープランの改定 

将来像「つながる都心」の実現に向け、「人中心」の“量”から“質”に転換したま

ちづくりを進めていくこと等を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●（その他）住宅付置制度が住環境整備推進制度に改正 

  

計画改定の視点と進化の方向性 

視点１ “人”が主役のまちづくり 

まちや都心生活の「質」の向上につなげる 

視点２ 豊かな都心生活の継承・創造 

視点３ 加速する社会の変革を支えるまちづくり 

 

■平成 27 年 10 月 千代田区第３次住宅基本計画の策定 

  住宅の「量」の確保を主眼としていた「住宅建設計画法」が廃止され、 

  住生活の「質」の向上を目指す「住生活基本法」が制定された。 

 第 3 次計画の策定により、住宅付置制度は、開発事業に係る住環境整

備推進制度に改正され、住宅の供給及び住環境の整備推進を図る制度と

なった。 
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２ 地区計画の見直し方針の目的・位置付け  
 
 

・ 地区計画の見直し方針の『目的』 

 

 

 

 ・ 地区計画の見直し方針の『位置付け』 

 

▼地区計画の見直し方針の位置付け図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

          

地域毎の理想像へ誘導 

良好な都市環境の整備及び保全 

価値の向上 

 

地域毎の

課題 

地域毎の

課題 

地域毎の

課題 

 

地 区 計 画 の 見 直 し 方 針 

 

千代田区都市計画 マスタープラン 
理想像『つながる都心』 

 新たに発生した 
 地域の課題や 
 まちづくりの観点 
 を共有 

上位計画との 
整合を図る 

目的：地区計画を地域の課題を解決に導き、まちの将来像を実現する

ツールとする。 

 

緑が少ない 

地域毎の

課題 

地域毎の

課題 

生活利便性の向上 

１階店舗の連続性なし 

バリアフリー整備 広場の有効活用 

地区計画 

改定 

地区計画 

改定 

地区計画 

策定 
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３ 千代田区における地区計画について  

（１）地区計画の種類について  

現在、千代田区では４１の地区計画を定めていますが、次の 3種類に分類できます。 

 ① 一般型地区計画（ 落ち着きある街並み・環境に配慮した建築制限 ） 

   ② 千代田区型地区計画（ 住宅床面積の緩和、斜線制限の緩和 ） 

   ③ 再開発等促進区を定める地区計画 

 

 ① 一般型地区計画について 

  良好な市街地環境の形成、保持するため、主に規制を強化するものです。 

地区の現況に応じて様々な規制を適用することが考えられます。 

 
図：東京都 HPより 
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② 千代田区型地区計画について 

千代田区型地区計画とは、住宅用途について容積を割り増しする『用途別容積型』

と壁面後退と道路斜線制限の緩和により良好な街並み形成の誘導を行う『街並み

誘導型』の２つの方式を合わさせた地区計画です。 

千代田区では、昭和の終わり頃から平成初期にかけては、急激な地価高騰や業務

地化による定住人口の減少が喫緊の課題となっていました。そのため、商業地域に

住宅床を確保・誘導するため、千代田区型地区計画を定め運用してきました。 

 
 

 

 

③ 再開発等促進区を定める地区計画 

まとまった敷地の土地利用転換を円滑に進めるため、道路・公園などの公共施設と

建築物との一体的な整備に関する計画に基づき、都市環境の整備・改善、土地の高度

利用と都市機能の増進を図ることを目的とするものです。 

その制度目的から、再開発等促進区を定める地区計画については、個々に効果検証

を行うこととし、本見直し方針では取り扱わないこととします。 

斜線緩和 

住宅容積緩和 
▼用途別容積型地区計画のイメージ 

▼街並み誘導型地区計画のイメージ 
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３つの内容について、地区計画の効果検証を行い、課題整理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
●検証の目的 

一般型地区計画・千代田区型地区計画（再開発を除く）の２種類の地区計画について効

果検証を行い、地区計画による成果・課題を明らかにします。 
 
 ●検証地区について 

・ 検証地区の選定基準 

① 地区計画が策定され、長い期間が経過した地域 

② 建て替わり機能更新が進んでいる地域 

③ 適度な規模の地域 

その他、地区計画の有無による比較検討を行うため、地区計画のない地域を選定しま

した。 
 

  ・ 検証地区 

① 一般型地区計画  ： 麹町・番町地域（三番町地区地区計画） 

② 千代田区型地区計画（街並み誘導型+用途別容積型） 

： 神田地域（岩本町東神田地区地区計画） 

③地区計画のない地域： 神田神保町地域 

▼ 検証イメージ図 

第２章 地区計画の見直しに向けた効果検証・課題整理 

 

地区計画の種類別に成果・課題を抽出 

 

見直し方針で検証を行う３本柱 

地区施設の創出 

千代田区型地区計画 

 

目標の進捗 用途誘導 

一般型地区計画 

 

 地区計画の見直し 
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１ 用途誘導の検証  

 

●用途誘導の検証方法 

・ 昭和 46年以降に始まった建築計画概要書制度の庁内バックデータを基に、 

地区計画策定前後の建築計画の動向を調査・確認。 

検証１ 10年間毎に新築された建築物の用途を検証 

検証２ 用途の変遷について、地区計画策定前後の割合を検証 

・ ３地域の比較を行い、成果（メリット）及び課題（デメリット）を抽出。 
  
 
 
 
 
 

（検証方法の補足）  

建築確認申請時に設計者より提出される建築計画概要書のデータを基に土地利

用現況調査の５用途に分けて分類し、検証をする。 
 

  

建
築
計
画
概
要
書 

建
築
計
画
概
要
書 

建
築
計
画
概
要
書 

建
築
計
画
概
要
書 

公衆浴場等

独立住宅 専用戸建住宅、住宅を主とする塾・教室・医院等の併用建物

集合住宅
都市再生機構、公社・公営住宅、アパート、マンション、独身寮、寄宿

舎、学生寮、官舎、テラスハウス

公衆浴場(健康ランド等を含む)、サウナ

住商併用建物
住居併用店舗・事務所(物販・飲食・美容理容等の店舗、税理・会計・建

築などの事務所)、住居併用作業所付店舗(とうふ・菓子・パン等自家用製

事務所建築物
事務所(オフィスビル)、営業店舗(銀行・証券会社・東京ガス・東京電力

等)、新聞社、放送局、NTT)

専用商業

施設

商業施設
デパート、スーパーマーケット、小売店舗、卸売店舗、ガソリンスタン

ド、飲食店、レンタルショップ
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１－１ 一般型地区計画の検証 

（１）検証地区の概要 

検証地区  

麹町・番町地域（三番町地区） 

用途地域、その他の地域地区 

第一種住居地域・第二種住居地域、第一種文教地区、第二種中高層階住居専用

地区 

地区計画の目標、まちづくりのねらい 

落ち着いた街並みや、内濠などの歴史性を活かし、住宅、業務施設、店舗、

教育施設等が共存する緑に囲まれた良好な市街地形成を地区計画の目標とし

ています。 

 また、地域には学校施設も存在するため、文教環境の保護を目的とした第一

種文教地区がかかっており、ホテルや風俗営業等の用途制限がある地域となっ

ています。 
 

●三番町地区の概要 

対象地区の名称 三番町地区 

地区の区域面積 約 20.7ha 

都市計画決定日 平成 18年 9月 14日 

地区計画の種類 一般型地区計画 

制度内容 

建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等から

見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態

様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び

保全するための計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象範囲 

第二種中高層階住居専用地区 
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（２）検証１ 10年間ごとに新築された建築物の用途を検証 

 

建築年  用途 独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 

Ｓ46-S55 9 棟 14 棟 5 棟 7 棟 0 棟 

Ｓ56-Ｈ2 4 棟 6 棟 15 棟 27 棟 0 棟 

Ｈ3-H12 12 棟 7 棟 6 棟 10 棟 0 棟 

Ｈ13-H22 5 棟 15 棟 1 棟 4 棟 0 棟 

Ｈ23-Ｒ2 4 棟 11 棟 2 棟 10 棟 0 棟 

  

【検証により読み取れる内容】 

① 昭和５６年から平成２年のみ、事務所及び住商併用用途の新築件数が増加していま

す。 

② 昭和５６年から平成２年の１０年間以外は、住宅系用途の新築件数需要が確認でき

ます。 

 

 

  

9棟

4棟

12棟

5棟

4棟

14棟

6棟

7棟

15棟

11棟

5棟

15棟

6棟

1棟

2棟

7棟

27棟

10棟

4棟

10棟

S46-S55

S56-H2

H3-H12

H13-H22

H23-R2

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業

引用元：建築計画概要書 
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（３）検証２ 用途の変遷について地区計画策定前後の割合を検証 

   

  （三番町地区地区計画 都市計画決定：平成 18年 9月） 

 

 

【検証により読み取れる内容】 

① 三番町地区においては、地区計画策定前には事務所用途が４割を占めていました

が、地区計画決定後には、住宅用途の割合が増加しています。 

② 目標に定めたとおり、住宅と業務施設等が共存した用途であることが確認できま

した。 

  

29棟
5棟

40棟

11棟

29棟

4棟

47棟

13棟

0棟

20棟

40棟

60棟

80棟

100棟

120棟

140棟

160棟

S46-H17 H18-R3

用途の変遷（棟数ベース）

専用商業

事務所

住商併用

集合住宅

独立住宅

2% 1%

37%

63%

18%

28%43%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

S46-H17 H18-R3

用途の変遷（延べ床面積の割合）

専用商業

事務所

住商併用

集合住宅

独立住宅

合計棟数 145棟 

合計棟数 33 棟 

（34年間） （15年間） 

（34年間） （15年間） 



13 

１－２ 千代田区型地区計画（街並み誘導型＋用途別容積型）の検証 

（１）検証地区の概要 

検証地区  

神田地域（岩本町東神田地区） 

     用途地域  

商業地域 

     地区計画の目標・まちづくりのねらい 

 住宅減少の著しい商業地域において、住宅を含む建築物の容積率の上限を

引き上げ（容積緩和）、地区における住宅用途の確保と、土地の有効・高度利

用による適正な都市機能の更新を推進し、魅力ある住環境と活力のあふれた

良好な複合市街地形成を図ります。 

   ●岩本町東神田地区の概要 

対象地区の名称 岩本町東神田地区（Ａ・Ｂ地区） 

地区の区域面積 約 6.0ha 

都市計画決定日 平成１２年３月２８日 

平成１６年６月２１日（ワンルームマンション規制による

都市計画変更） 

地区計画の種類 用途別容積型地区計画＋街並み誘導型地区計画 

制度内容 【用途別容積型地区計画】 

人口が減少している都心部などで、住宅の容積率を割増

し、住宅等の供給を促進する。 

【街並み誘導型地区計画】 

壁面位置や高さをそろえることにより、斜線制限や容積

率制限を緩和する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象範囲 
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（2） 検証１ 10 年間ごとに新築された建築物の用途を検証 

  

 

【検証よる読み取れる内容】 

① 昭和の年代に新築された建築物では、住商併用と事務所の用途が大半を占めています。 

② 平成 13年から現在までは独立住宅と集合住宅の件数が増加しています。 

 

  

7棟

4棟

2棟

5棟

4棟

1棟

0棟

2棟

12棟

13棟

17棟

29棟

8棟

4棟

1棟

9棟

27棟

9棟

2棟

4棟

2棟

1棟

S46-S55

S56-H2

H3-H12

H13-H22

H23-R2

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業

建築年   用途 独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 

Ｓ46-S55 7 棟 1 棟 17 棟 9 棟 2 棟 

Ｓ56-Ｈ2 4 棟 0 棟 29 棟 27 棟 0 棟 

Ｈ3-H12 2 棟 2 棟 8 棟 9 棟 １棟 

Ｈ13-H22 5 棟 12 棟 4 棟 2 棟 0 棟 

Ｈ23-Ｒ2 4 棟 13 棟 1 棟 4 棟 0 棟 

引用元：建築計画概要書 
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（３）検証２ 用途の変遷について地区計画策定前後の割合を検証 

 

  （岩本町東神田地区地区計画 都市計画決定：平成 12 年３月） 

 
 

 

 

 【検証による読み取れる内容】 

① 地区計画の策定後、集合住宅の新築棟数が大きく増加しています。 

② 住宅の用途・面積の割合が増えており、用途別容積型と街並み誘導型の地区計画

による効果を確認できました。 

  

12棟 9棟

2棟
27棟

56棟
5棟

51棟

5棟

3棟

0棟

0棟

20棟

40棟

60棟

80棟

100棟

120棟

140棟

S46-H11 H12-R3

用途の変遷（棟数ベース）

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業

2% 2%
2%

75%

36%

10%

59%

13%
1% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

S46-H11 H12-R3

用途の変遷（延べ床面積の割合）

専用商業

事務所

住商併用

集合住宅

独立住宅

合計棟数 124棟 

（29年間） （20年間） 

合計棟数 46 棟 

（29年間） （21年間） 

引用元：建築計画概要書 

引用元：建築計画概要書 
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１－３ 地区計画のない地域について検証 

（１）検証地区の概要 

検証地区 

神田神保町１丁目・２丁目 

    用途地域・その他の地域地区 

商業地域、第二種文教地区、第四種中高層階住居専用地区 

    まちについて 

地区計画は定められておらず、用途規制は建築基準法に定められたもののみ

となっています。運用については、一部、第二種文教地区、第四種中高層階住居

専用地区が定められていることによる用途規制があります。 

明治期から大学等が集積し、印刷・出版業や古書店が集積することなどから、

歴史・文化が醸成された界隈性を有しています。 

 

●神田神保町の概要 

地区の名称 地区計画区域外 

（神田神保町１丁目・２丁目） 

地区の区域面積 約１２ha 

地区計画の種類 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象範囲 

第四種中高層階住居専用地区 
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（2）検証① 10 年間ごとに新築された建築物の用途を検証 

 

 

 

 

 

【検証により読み取れる内容】 

① 昭和の年代では、住商併用（住宅と併用店舗等）用途が大半を占めていましたが、徐々

に減少しています。 

② 平成５年以降は、新築の集合住宅が一定程度増加しています。 

 

 

 

  

7棟

3棟

9棟

8棟

4棟

3棟

0棟

1棟

8棟

9棟

66棟

26棟

8棟

8棟

2棟

37棟

32棟

16棟

3棟

3棟

7棟

4棟

1棟

3棟

S46-S55

S56-H2

H3-H12

H13-H22

H23-R2

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業

建築年   用途 独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 

Ｓ46-S56 7 棟 3 棟 66 棟 37 棟 7 棟 

Ｓ59-Ｈ4 3 棟 0 棟 26 棟 ３2 棟 4 棟 

Ｈ5-H15 9 棟 1 棟 ８棟 16 棟 １棟 

Ｈ16-H26 8 棟 8 棟 8 棟 3 棟 3 棟 

Ｈ27-Ｒ3 4 棟 9 棟 2 棟 3 棟 0 棟 

引用元：建築計画概要書 
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（３）検証２ 用途の変遷を 25 年に分け割合検討  

  

 

 
 

【検証により読み取れる内容】 

① 事務所床が減り、住宅床が増加しています。 

② 専用商業の用途の割合は変化が少なく、需要が一定程度あることを確認できます。 

 

  

14棟 19棟3棟
20棟

157棟

39棟

107棟

30棟

16棟

6棟

0棟

50棟

100棟

150棟

200棟

250棟

300棟

350棟

S46-H8 H9-R3

用途の変遷（棟数ベース）

専用商業

事務所

住商併用

集合住宅

独立住宅

1% 2%

1%
30%

40%

35%

57%

31%

1% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

S46-H8 H9-R3

用途の変遷（延べ床面積の割合）

専用商業

事務所

住商併用

集合住宅

独立住宅

引用元：建築計画概要書 

合計棟数 297棟 

（25 年間） （25 年間） 

合計棟数 114棟 

（25年間） （25年間） 引用元：建築計画概要書 

集合住宅 
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１-４ 比較  

 ・ 商業地域である岩本町東神田地区と神田神保町一丁目・二丁目を比較する。 

 ●「岩本町東神田地区」と「神田神保町一・二丁目」の比較表 

地域名称 用途地域 地区計画の有無 住宅床の割合 商業床の割合 

岩本町 

東神田地区 
商業地域 千代田区型地区計画 

大きく増加 

割合 2％→7５％ 
大きく減少 

神田神保町 

一・二丁目 
商業地域 地区計画無し 

増加 

割合 0％→30％ 
概ね横ばい 

  

１-５ 用途誘導の効果について  

（成果） 

 ・ 地区計画を定めている岩本町東神田地区のほうが、住宅床の割合が大きく増加してお

り、用途誘導については、一定の効果があることが確認できます。 

 ・ 用途の変遷から、地区計画の本来の趣旨である敷地単位で審査する開発許可制度や建

築確認を補完する役割として、建物単体で進む建築計画を包括しまちづくりを誘導す

る効果があることを改めて確認できました。 

 ・ 地区計画で定められる制限は、建築確認審査と紐づく建築制限となりますが、岩本町

東神田地区の用途の変遷からもそのことが確認できました。 

 

（課題） 

・ 現行の区の地区計画メニューでは、住宅床の増加は見込めますが、その他の用途減少

につながり、地域の賑わい、住環境の質の向上にはつながらないことが推測されます。 

 

１-６ 検証のまとめ  

 ・ 地区計画には、用途の誘導効果があることが確認できましたが、現在の区の地区計画

の種類では、住宅の「量」の確保しか見込めません。まちや都心生活の質向上に向けて

は、地区計画のあり方を検討していくことが必要です。 

 ・ そして、現在、区で準備している地区計画の３種類以外に新たな形の地区計画の種類

（メニュー）の検討を行い、幅広い用途誘導を可能としていくことが求められます。 

 ・ そのうえで、どのような用途誘導を行っていくかについて、地域の方々と十分に検討

し、地域の特性を活かした将来像を実現できるものとしていく必要があります。 

  

A 地域 
文化・歴史 
地区計画なし 

B 地域 
地区計画済 

地区計画の必要性の検討 

・地区の課題 

・方策の検討 

地区計画の見直し検討 

・新たな地区の課題 

・方策の検討 

地域の文化・
歴史を守り
たい 

住宅は増え
たが、生活し
にくい環境 
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２ 地区計画の目標の進捗確認  

 

 ●地区計画の目標の進捗確認の方法 

   ・ 地区計画の目標に対して、街並みの目視確認等により、進捗を確認をする。 

   ・ 比較検討し、課題を抽出する。 

 

 ２-1 一般型地区計画（三番町地区地区計画） 

  ・三番町地区地区計画の目標より抜粋 

目 標 現 状 

 中高層の街並み形成に向け、建築物

の高さの最高限度を定めるととも

に、建築物の用途や形態・意匠を制

限し、良好な住環境を維持・保全す

る。 

 建物の高さの最高限度が５０ｍに

設定し、中高層の街並みが形成され

ています。また、刺激的な色彩、景

観風致を損ねるものを制限するこ

とで良好な景観となっています。 

 

 緑豊かな空間の創出を誘導するこ

とにより、ゆとりやうるおいのある

街並みを形成する。 

 敷地 500㎡以上の建築計画に対し

て、緑化の創出を図ることで、緑豊

かな空間が多く見られます。 

 地区計画の策定後、地区計画の制限

がかかった敷地の緑化面積合計は、

2,758 ㎡創出され、緑豊かな空間

が増えました。 

 三番町の街並みでもわかるように、

民地内の緑が豊かでうるおいのあ

る地域となっていることが分かり

ます。 

 

 多様な住宅供給を誘導するととも

に、住宅用途の維持及び定住を図る

ことで、活力ある地域社会を維持・

創出する。 

 ファミリー世帯の共同住宅誘導に

より、定住人口の増加につながって

います。 

 魅力的な街並みを誘導しつつ、これ

まで培われてきたまちの住まい方

や商業活動を尊重し、地域の活力を

支える商業機能、定住を推進する居

住機能を維持・創出する。 

 住宅床は増加しているが、商業機

能・居住生活に必要な用途が増えて

いない傾向があります。 
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■地域の課題について（仮説） 

① 年々、住民は増えているが、その増加に見合った生活利便施設が欠けている

のではないか。 

建築物の面積が大きくなったことで、駐車場法の規制による附置義務駐車場

の数が増えた結果、１階が駐車場・駐輪場・エントランスのみで生活利便施設

を併設しない建物が増加したことが考えられる。 

 

② 緑地・公開空地が増加したものの、生活の質向上につながっていないのでは

ないか。 

緑地・公開空地は増えていますが、区民の方々が憩えるような身近な空地や

開かれた緑となっていないことが考えられます。 

 

③ 建て替えが進んでいないのではないか。 

旧耐震期の分譲マンションの棟数が全体の４割以上を占め、区内でも最も分

譲マンションの高経年化が進んでいる地域となっています。 
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 ２-2 千代田区型地区計画（用途別容積型＋街並み誘導型） 

  ・岩本町東神田地区の目標より抜粋 

目 標 現 状 

 快適で魅力ある都心居住のための住

宅の供給を誘導するとともに、地域コ

ミュニティの活性化や福祉に寄与す

る公共施設を整備しながら、併せて土

地の有効・高度利用による適正な都市

機能の更新を推進することにより、魅

力ある住環境と活力にあふれた良好

な複合市街地の形成を図る。 

 地区計画による住宅床の誘導に

伴い、多くの集合住宅が整備され

ました。 

 また、街並み誘導型地区計画によ

り、高度利用による適正な都市機

能の更新が図られています。 

 道路と一体となった、安全でゆとりあ

る歩行者空間を確保し、神田川沿いに

おいては都市を貫く水と緑の骨格と

しての景観形成に配慮することで、良

好な都市空間の創出を目指す。 

 街並み誘導型の地区計画におけ

る壁面後退の制限等により、安全

でゆとりある歩行者空間が創出

されています。 

・補足説明 

 ① 千代田区型地区計画の街並み 

 

 

  
道路斜線の緩和 

住宅床の容積緩和 

地区計画策定前の建築物 

壁面後退後の道路環境 

地区計画策定前の道路環境 
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■地域の課題について（仮説） 

① １階が駐車場・駐輪場・エントランスのみ建物が増加、１階店舗が少なく、

賑わいに欠けているのではないか。 

  地区計画の誘導により、建築物が大きくなったため、駐車場の附置台数が

増加し、１階の店舗が少なくなっています。下町を感じられる店舗や、生活

を豊かにする店舗等（以下、賑わい店舗）の誘導について検討する必要があ

ります。 

 

② 緑化が進まず、緑が充分ではない街並みとなっているのではないか。 

壁面後退が義務付けられている中、基準容積率を使い切るために、狭い敷

地内に最低限の緑化を設けている建築物が多くなっていることが推察され

ます。 

 

③ 狭い道路に面する敷地の機能更新が進んでいないのではないか。 

  東京都建築安全条例で、道路幅に対する建築規模の制限があるため、用途

誘導のメリットがなく、機能更新が進まない地域があります。 

 

④ 神田川（水辺）空間を活かした街並みの誘導ができていないのではないか。

水辺に顔を向けた街並みや水辺空間の緑化等を検討する必要があります。 

  

壁面後退部 

共同住宅へ建ち替わった地域 
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２-３ 比較 

地域名 用途地域 建蔽率 防火・準防火 容積率 容積割り増し 

三番町地区 
第二種住居

地域 

60％ 

防火 

400％ なし 

80％ 500％ なし 

岩本町東神

田地区 
商業地域 

80％ 600％ 
+120％ 

（上限 700％まで） 

80％ 700％ 
+120％ 

（上限 750％まで） 

 

（１）比較による考察 

建築敷地の中で生まれる空地の活用目的を「緑地」または「歩道空間に寄与する空地」

どちらに主眼をおいているかの違いがあります。 

目的にも記載されているとおり、三番町は「緑地」、岩本町は「歩道空間に寄与する空

地」になっており、地区計画のねらいどおりの誘導はできていることの確認ができまし

た。 

 

・指定建蔽率 80％の防火地域では、耐火建築物の場合、建蔽率適用外となり、敷地を大

きく使った建築計画が進む計画にあります。 

一方、指定建蔽率 60％の地域が多い三番町地区の方が、建築敷地内に空地が生まれ、

緑化創出しやすい環境となっています。 

・千代田区型地区計画は、壁面後退部分（前面空地）が歩道に寄与しますが、建築可能な

敷地範囲は狭くなるため、容積をとるために緑地創出する空地が取りにくい状況となっ

ています。 
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２-４ まとめ  

・千代田区では、商業地域の場合、敷地内に空地が生まれにくい環境であるため、地区計

画で制限を付加し、空地を創出させることは有効であると考えられます。 

・限られた敷地内に創出した空地を有効活用していくためには、地域の課題解決につなが

る活用方法を地域で検討し定める必要があります。 

・建物が大きくなるとそれに比例して駐車場が大きくなるため、１階に生活利便施設また

は賑わい店舗を入れられない建築物が増加傾向にあることが分かりました。賑わいの連

続性がなくなっているように見受けられます。また、そのことは住宅床の容積緩和や街

並み誘導による高度利用によって、より顕著な状態になったと推測されます。（地区計

画策定時に想定していなかった、新たに発生した課題） 
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３ 地区施設の創出 

 

●地区施設の創出について（検討案） 

・ 緑化推進要綱で提出された各地域の緑化創出面積を取りまとめ、直近 10年間の

データから、各地域を比較検証します。 

・ 開発諸制度等で建築された建築物の配置を確認し、空地の状況を確認します。 
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令和 3年 12月 20日 

見直し方針策定検討部会資料 


